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平成28年門真市教育委員会第４回定例会 

   

開催日時    平成28年４月28日（木）  午後２時 

   

開催場所    本館２階 大会議室 

   

議事日程 

日程第１  会議録署名委員の指名 

日程第２  会期の決定 

日程第３  承認第６号 臨時代理による事務処理の承認について 

            （門真市教育委員会事務局人事について） 

日程第４  承認第７号 臨時代理による事務処理の承認について 

            （門真市教育委員会事務局内部組織に関する規則の一部改

正について） 

日程第５  承認第８号 臨時代理による事務処理の承認について 

            （平成27年度教育費等補正予算の見積り申出について） 

日程第６  議案第21号 平成27年度大阪府中学生チャレンジテスト結果の公表につ

いて 

日程第７  議案第22号 門真市立総合体育館条例施行規則の制定について 

日程第８  諸報告  

 

本日の会議に付した事件 

  日程第１から日程第８まで 

 

出席委員 

  教育長           三宅 奎介 

  教育長職務代理者      長澤 信之 

  委員            磯和 均 

  委員            桜井 智恵子 

  委員            土川 好子 

事務局出席職員 

教育次長 森本 訓史 

学校教育部長        満永 誠一 

学校教育部次長 山口 勘治郎 

学校教育部総括参事     成田 明子 

学校教育部教育総務課長 西岡 慈敏 
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学校教育部学校教育課長 三村 泰久 

学校教育部学校教育課参事  髙山 拓也 

学校教育部学校教育課参事 

兼教育センター長     杉井 信夫 

生涯学習部長 柴田 昌彦 

生涯学習部次長 岡 一十志 

生涯学習部生涯学習課長 牧薗 友広 

生涯学習部スポーツ振興課長 十河 大輔 

生涯学習部図書館長 西中 敏美 

こども未来部長 河合 敏和 

こども未来部次長      南野 晃久 

こども未来部こども政策課長 山 敬史 

こども未来部子育て支援課長 三宅 聖子 

こども未来部保育幼稚園課長 花城 勉 

 

三宅教育長      開会宣告  午後２時 

           

日程第１       会議録署名委員の指名 

 

           三宅教育長より 土川 好子 委員を指名 

 

 

日程第２       会期の決定 

 

           本日１日と決定 

            

            

日程第３       承認第６号 臨時代理による事務処理の承認について 

                 （門真市教育委員会事務局人事について） 

           説明者 森本教育次長 

 

本件につきましては、教育委員会会議の議決を得た上で、すべ

きところでありますが、緊急やむなく、教育長が本事務を臨時に

代理いたした関係上、承認案件として上程し、ご承認をお願いす

るものであります。 

 



   ３ 
 

人事異動内容については、別添資料のとおり。 

 

[全委員異議なく、承認] 

 

 

日程第４       承認第７号 臨時代理による事務処理の承認について 

                 （門真市教育委員会事務局内部組織に関する規則の

一部改正について） 

           説明者 西岡教育総務課長 

 

本件につきましては、教育委員会会議の議決を得たうえですべ

きところでありますが、緊急やむなく教育長が本事務を臨時に代

理いたしました関係上、承認案件として上程し、ご承認をお願い

いたすものであります。 

議案書13ページをご覧願います。 

本件につきましては、28年４月１日から大阪府福祉行政事務に

係る事務処理の特例に関する条例第２条第２項により本市が処理

することとされていた保育所、児童館及び認可外保育施設に係る

事務の執行をこども政策課が行うことから本規則の分掌事務に追

加いたすものであります。 

なお、附則として本規則は、28年４月１日から施行するもので

す。 

 

[全委員異議なく、承認] 

 

 

日程第５       承認第８号 臨時代理による事務処理の承認について 

                 （平成27年度教育費等補正予算の見積り申出につい

て） 

           説明者 西岡教育総務課長 

 

本件につきましては、教育委員会議の議決を得たうえですべき

ところでありますが、緊急やむなく教育長が本事務を臨時に代理

いたしました関係上、承認案件として上程し、ご承認をお願いい

たすものであります。 

歳出からご説明いたします。 
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議案書16ページをご覧願います。 

款：総務費・項：総務管理費・目：文化芸術振興基金費71万９

千円の増額は、文化芸術振興基金への積立てを行うためのもので

ございます。 

次に、款：教育費・項：教育総務費・目：教育振興基金費・234

万５千円の増額は、教育振興基金への積立てを行うためのもので

ございます。 

次に、歳入でございます。 

議案書15ページをご覧願います。 

款：財産収入・項：財産運用収入・目：利子及び配当金39万２

千円の増額は、文化芸術振興基金利子及び教育振興基金利子とし

てそれぞれ収入するものでございます。 

次に、款：寄附金・項：寄附金・目：総務費寄附金52万円の増

額は、ふるさと納税分を文化芸術振興基金寄附金として収入する

ものでございます。 

次に、目：教育費寄附金215万円の増額は、ふるさと納税分を教

育振興基金寄附金として収入するものでございます。 

 

[全委員異議なく、承認] 

 

 

日程第６       議案第21号 平成27年度大阪府中学生チャレンジテスト結果の公

表について 

           説明者 杉井学校教育課参事 

 

議案書の17ページをご覧ください。 

１月13日に実施されました大阪府チャレンジテストの市町村別

結果概要が、大阪府より公表されます。そのことに伴い、本市で

もその結果について市民の方々にお知らせすべく公表したいと考

えております。 

 公表の内容につきましては別添カラー刷り資料をご覧ください。

中学校１年生の国語、数学、英語、２年生の国語、社会、数学、

理科、英語の平均得点、標準化得点のグラフ、本市の取組につい

てでございます。 

公表につきましては、本日議決をいただければ、門真市のホー

ムページに掲載したいと考えております。 
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[全委員異議なく、可決] 

 

 

日程第７       議案第22号 門真市立総合体育館条例施行規則の制定について 

           説明者 十河スポーツ振興課長 

 

議案書19ページをご覧願います。 

本件は、門真市立総合体育館条例の施行に関し、必要な事項を

定めるにつき、本条例施行規則の制定を行うものでございます。 

規則の主な内容でありますが、議案書20ページ以降をご覧願い

ます。 

第１条では規則の趣旨を、第２条では開館時間外に利用許可を

行うことができる特別の理由に関する規定を、第３条では体育館

利用にあたって必要となる事前登録に関する規定を、第４条から

第６条までは利用許可の申請並びに予約システムを利用した申請

の特例に関する規定を、第７条は予約システムにより利用許可を

受けたことの確認に関する規定、第８条は利用許可書の交付等に

関する規定をそれぞれ定めております。また、第９条では本体育

館は個人単位でも利用することを可能としておりますことから、

個人利用の申請に関する規定を、第10条は利用時間、第11条は利

用の辞退、第12条は特別設備の設置の申請、第13条は総合体育館

職員の立ち入りに関する規定、第14条は入館の制限、第15条は遵

守事項、第16条は破損等の届出、第17条は利用後の点検、第18条

から第20条までは駐車場利用に関する規定をはじめ、駐車券の紛

失や長期駐車車両等に関する規定を定め、最後に第21条ではこの

規則の施行について必要な事項は、教育長が別に定めることとし

ております。 

附則といたしまして、第１項では本規則の施行日は条例の施行

の日からとしており、第２項では、教育委員会による管理を行う

場合の特例措置をそれぞれ規定しております。 

なお、26ページから31ページに具体の様式についてそれぞれ規

定しております。 

 

[全委員異議なく、可決] 
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日程第８       諸報告 

 

三宅教育長より、諸報告については報告をした後、質疑応答とな

る旨説明があった。 

 

           番号１ 平成28年度門真市一般会計当初予算の概要について 

説明者 森本教育次長 

 

教育費等当初予算につきましては、平成28年門真市教育委員会

第２回定例会に上程させていただきました「議案第11号 平成28

年度教育費等当初予算の見積り申出について」でご説明を申し上

げましたので省略させていただき、今回は、門真市一般会計当初

予算の主な概要についてのみ、ご報告を申し上げます。 

諸報告資料の１ページをご覧願います。 

はじめに28年度予算は、「最少の経費で最大の効果を挙げる」と

いう原則のもと、必要性や効果を十分に見極め、今後の人口減少

等の社会状況の変化にも的確に対応し得る強固な財政基盤の構築

に資するとともに、本市がめざす自律発展都市の形成に向け、引

き続き、重点施策及びキーワード施策を強力に推進し、『輝かしい

門真の未来に向けたまちづくりを可能にする好循環』へとつなげ

る仕掛けを完成させる予算でございます。 

一般会計予算の総額でありますが、577億４千万円で対前年度比

1.1％減、額にして６億７千万円の減となっております。 

次に、主な歳出でございますが、「２款：総務費」は、公共用地

先行取得事業特別会計への繰出金等の減等により、対前年度比

6.2％減の37億3,865万３千円となっております。 

次に、「３款：民生費」は、年金生活者等支援臨時福祉給付金事

業及び私立認定こども園等に係る施設型給付費等の増により、対

前年度比2.9％増の298億2,262万３千円となっております。 

次に、「４款：衛生費」は、クリーンセンター施設棟の更新工事

等の増により、対前年度比0.4％増の37億9,729万１千円となって

おります。 

次に、「７款：土木費」は、住宅市街地総合整備事業等の減によ

り、対前年度比10.4％減の61億755万円となっております。 

次に、「９款：教育費」は、市立総合体育館建設工事等の増によ
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り、対前年度比5.0％増の75億7,493万８千円となっております。 

次に、「10款：公債費」は、借換債等の減により、対前年度比18.3％

減の42億9,361万円となっております。 

次に、主な歳入であります。 

「１款：市税」は、個人及び法人市民税の増等により、対前年

度比1.6％増の176億8,638万７千円となっております。 

次に、「６款：地方消費税交付金」は、地方財政計画の伸び率を

踏まえ、対前年度比15.5％増の27億7,300万円となっております。 

次に、「９款：地方交付税」は、社会保障関係経費の増加がある

ものの、市税の増加等を踏まえ、対前年度比4.6％減の66億4,700

万円となっております。 

次に、「13款：国庫支出金」は、年金生活者等支援臨時福祉給付

金給付事業費補助金及び保育所等整備交付金等の増により、対前

年度比4.9％増の159億9,579万７千円となっております。 

次に、「14款：府支出金」は、安心こども基金特別対策事業費補

助金等の減により、対前年度比22.0％減の35億7,929万９千円とな

っております。 

次に、「17款：繰入金」は、各種特定目的基金繰入金等の増によ

り、対前年度比1.5％増の15億8,731万３千円となっております。 

次に、「19款：市債」は、借換債等の減により、対前年度比9.5％

減の70億708万８千円となっております。 

以上が「平成28年度門真市一般会計当初予算」についての主な

概要でございます。 

27年度に引き続き、教育に重点が置かれた予算となっており、

我々、教育委員会事務局職員といたしましても、市民の信託に応

えるべく一丸となって教育の向上にむけ、緊張感をもって、事業

を推進してまいる所存であります。 

 

 

           番号２ 平成27年度門真市教育費等繰越明許費繰越計算書につい

て 

           説明者 西岡教育総務課長 

 

諸報告資料５ページをご覧願います。 

本件は、平成27年度門真市教育費等繰越明許費につきまして、

繰越計算書を調製したのでご報告するものでございます。 
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まず、「３款：民生費・２項：児童福祉費」につきましては、保

育定員拡充事業2,400万円、保育所入所等事業640万５千円、放課

後児童クラブ運営事業１億764万９千円、民間保育所等運営補助事

業2,070万円、公立保育所運営事業50万４千円をそれぞれ28年度に

繰り越しいたしました。 

次に、「９款：教育費・２項：小学校費」につきましては、小学

校施設整備事業７億5,853万６千円、「５項：幼稚園費」は、私立

幼稚園就園奨励費補助事業325万１千円、「６項：保健体育費」は、

（仮称）市立総合体育館建設事業１億2,031万３千円をそれぞれ28

年度に繰り越しいたしました。 

それぞれの財源の内訳につきましては、表のとおりとなってお

ります。 

 

 

           番号３ 門真市教育委員会事務局職員の懲戒処分等の指針の改正

について 

           説明者 西岡教育総務課長 

 

懲戒処分の指針につきましては、懲戒処分が厳正に行われるよ

う、処分量定を決定するに当たっての参考にするための指針とし

て、20年３月に策定し、標準例として、懲戒処分の対象となりう

る代表的な事例とその標準的な処分量定を掲げております。 

今般、物損事故について、人事院の「懲戒処分の指針について」

を参考に標準例の見直しを行うため、改正をするものであります。 

諸報告資料６ページをご覧願います。 

主な改正の内容につきましては、標準例の交通事故・交通法規

違反関係の項目「飲酒運転以外の交通事故等」について、「オ」の

項目と「カ」の項目をわかりやすくまとめております。また、「著

しい速度超過をした場合」としていたのを「著しい速度超過等の

悪質な交通違反をした場合」に変更をしております。 

なお、本指針の施行日は、28年４月１日からとしております。 

 

 

番号４ 門真市人権教育研究協議会補助金交付要綱及び門真市在

日外国人教育推進協議会補助金交付要綱の一部改正につ

いて 



   ９ 
 

説明者 三村学校教育課長 

 

諸報告資料19ページをご覧ください。 

門真市人権教育研究協議会補助金につきましては、要綱第2条、

(交付期間および見直し)について「平成25年度から平成27年度ま

でとする」という部分を「平成28年度から平成30年までとする」

に改正いたしております。 

また、第４条の補助金の額についてでありますが、24年度の学

校統廃合に伴い、小中学校数が２校減、幼稚園につきましても26

年度の公立幼稚園の再構築により２園減、合計４校園の減となり

ました。その分の負担金の減を反映した補助金の上限額に改正い

たしております。 

同様に門真市在日外国人教育推進協議会補助金交付要綱につき

ましても、第２条、補助金の交付期間につきましては「平成25年

度から平成27年度までとする」という部分を「平成28年度から平

成30年までとする」、第４条の補助金の額につきましても、小中学

校２校、幼稚園２園の合計４校園分の負担金の減を反映した補助

金の上限額に改正いたしております。 

 

 ―すべての報告が終了― 

 

 

三宅教育長      閉会宣言  午後２時32分 

 

 

門真市教育委員会会議規則第24条の規定により署名する。 

 

 

       門真市教育委員会 

 

 

       教 育 長  三宅 奎介 

 

       署名委員  土川 好子 


